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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部品を製造する方法において、
　第１の基板（１）を用意するステップと、
　少なくとも１つの層（２）を前記第１の基板（１）に被着することによって積層体（７
）を形成するステップと、
　前記少なくとも１つの層（２）を部分的に除去して、第１の基板（１）のうち光学素子
（８，３０，３２）を形成すべき領域の少なくとも１つの部分領域に少なくとも１つの補
強要素（４）を形成するステップと、
　少なくとも１つの第２の基板（５）を用意するステップと、
　前記第１の基板（１）の、前記少なくとも１つの補強要素（４）によって被覆された少
なくとも１つの領域が、前記第１の基板の変形により移動可能かつ／又は傾倒可能である
ように、前記少なくとも１つの第２の基板（５）を前記積層体（７）に接触させるステッ
プと、
　前記第１の基板（１）の、前記少なくとも１つの補強要素（４）によって被覆された前
記少なくとも１つの領域が移動かつ／又は傾倒されるように、前記第１の基板（１）を加
熱し、かつ変形させるステップと、
を有することを特徴とする、光学部品を製造する方法。
【請求項２】
　前記第１の基板（１）が、少なくとも部分領域においてガラス及び／若しくはガラス状
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の材料を含むか、又はガラス及び／若しくはガラス状の材料からなる、請求項１記載の方
法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの層（２）が、少なくとも該層（２）の、前記第１の基板（１）に
結合される面に、少なくとも１つの第２の凹部（３）を備える、請求項１又は２記載の方
法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第２の基板（５）への前記積層体（７）の接触後、前記少なくと
も１つの補強要素（４）が前記第１の基板（１）に対して移動及び／又は回動することを
軽減又は防止する少なくとも１つの固定要素（１６）を形成する、請求項１から３までの
いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の基板（１）の少なくとも部分領域に、少なくとも１つの処理コーティング及
び／又は機能性の表面構造を設ける、請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記機能性の表面構造としてモスアイ構造を、前記少なくとも１つの層（２）を前記第
１の基板（１）に被着する前に、少なくとも前記少なくとも１つの層（２）の、前記第１
の基板（１）に結合される面に、モスアイ構造のネガ型を設け、前記少なくとも１つの層
（２）を前記第１の基板（１）に被着した後、該第１の基板（１）の形状付与中、前記モ
スアイ構造が前記第１の基板（１）の前記第１及び／又は第２の基板面（１ａ，１ｂ）に
、前記少なくとも１つの層（２）に設けられた前記ネガ型が前記第１の基板（１）の前記
第１及び／又は第２の基板面（１ａ，１ｂ）に象られることによって形成されるように、
形成する、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記処理コーティングを、前記少なくとも１つの層（２）を前記第１の基板（１）に被
着する前に、少なくとも前記少なくとも１つの層（２）の、前記第１の基板（１）に結合
される面に、前記処理コーティングを設け、次に前記第１の基板（１）と前記少なくとも
１つの層（２）との間の結合を、前記処理コーティングと前記第１の基板（１）との間の
結合により形成するか、又は前記少なくとも１つの層（２）を前記第１の基板（１）に被
着する前に、前記処理コーティングを前記第１の基板（１）に被着し、次に前記少なくと
も１つの層（２）を前記処理コーティングに被着し、前記少なくとも１つの層（２）及び
前記処理コーティングの構造化並びに前記変形ステップ後、前記少なくとも１つの層（２
）は除去され、前記処理コーティングは前記第１の基板（１）に残されるように、形成す
る、請求項５又は６記載の方法。
【請求項８】
　前記光学部品は、マイクロシステム用のカバー（２２）であり、カバー（２２）は、少
なくとも１つの第１の凹部（１ｃ）を有し、前記第１の凹部（１ｃ）が少なくとも部分的
に、少なくとも１つの光学素子（８，３０，３２）により画成されており、前記光学素子
（８，３０，３２）は、２つの透過面（９）を備え、該透過面（９）の二乗平均平方根粗
さは、２５ｎｍ以下であり、かつ該透過面（９）は、それぞれ、それぞれの透過面（９）
が配置されているカバー面のカバー基準平面（３３）に対して移動されてかつ／又は傾倒
されて配置されている、請求項１から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの光学素子（８，３０，３２）の二乗平均平方根粗さが、１５ｎｍ
以下である、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの光学素子（８，３０，３２）の二乗平均平方根粗さが、５ｎｍ以
下である、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記カバー（２２）の最大の大きさが、８０ｍｍ以上である、請求項８から１０までの
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いずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　前記カバー（２２）の最大の大きさが、１５０ｍｍ以上である、請求項１１記載の方法
。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの光学素子（８，３０，３２）の透過面（９）は、平坦かつ／又は
互いに面平行に構成されている、請求項８から１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　前記透過面（９）は、１８０ｎｍ以下の平面度偏差及び／又は面平行度偏差を有する、
請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの層（２）が、少なくとも部分領域において半導体材料を含むか、
又は半導体材料からなる、請求項１から１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　単数又は複数の載置構造（１３）を形成し、該載置構造（１３）の形成を、該載置構造
（１３）が、前記第１の基板（１）の載置領域（１１ａ）を保護する、かつ／又は前記第
１の基板（１）と前記少なくとも１つの第２の基板（５）との間のスペーサとして機能す
るように行う、請求項１から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の基板（１）の両基板面（１ａ，１ｂ）に前記補強要素（４）の少なくとも１
つを配置する、請求項１から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記補強要素（４）の少なくとも１つを、加熱時及び変形時の傾倒が助成されるように
中心からずらして、前記第１の基板（１）の変位領域（２１）内に配置する、請求項１か
ら１７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの第２の基板（５）が、少なくとも１つの第３の凹部（６）を備え
る、請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの第２の基板（５）との前記積層体（７）の接触を、前記少なくと
も１つの第２の基板（５）内に設けられた第３の凹部（６）によって中空室（１０）が、
前記少なくとも１つの第２の基板（５）と前記積層体（７）との間に形成されるように行
う、請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの第２の基板（５）との前記積層体（７）の接触を、前記載置構造
（１３）によって中空室（１０）が、前記少なくとも１つの第２の基板（５）と前記積層
体（７）との間に形成されるように行う、請求項１６記載の方法。
【請求項２２】
　前記中空室（１０）内に、周囲圧を形成する、請求項２０又は２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１の基板（１）を加熱及び変形の方法ステップ中に、変形領域の材料の軟化温度
－１５０℃と軟化温度＋１００℃との間にある温度にもたらす、請求項１から２２までの
いずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　完成したマイクロシステム、一般にはマイクロマシンシステム（ＭＥＭＳ）及びマイク
ロオプティカルシステム（ＭＯＥＭＳ又は光ＭＥＭＳ）、例えば加速度センサ、ヨーレー
トセンサ、マイクロミラーは、一般に、極めて敏感な、部分的に自由に可動なマイクロ構
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造（例えばビーム、グリッド、プレート）からなる。大抵の場合、製造のために必要とさ
れる製造ステップ（例えば層析出、フォトリソグラフィ、エッチング法）中、可動なマイ
クロ構造は、なお固定であり、これにより不動に基板（キャリア基板）、一般にはウエハ
（キャリアウエハ）に結合されている。いわゆる「リリース」プロセスによって初めて、
これらのマイクロ構造は自由に可動となる。この時点から、可動のマイクロ構造は特に敏
感であるため、不純物又は機械的な過負荷は、これらのマイクロ構造の破損又は機能制限
、ひいてはマイクロシステムの機能不全に至らしめる場合がある。つまり、例えばウエハ
を個別化、つまりウエハを個々のチップにソーイング又はダイシングする際に、ウエハ表
面、ひいてはマイクロシステムのマイクロ構造が、パーティクル及び水と接触する。さら
に、マイクロ構造は、ソーイングプロセス又はダイシングプロセス中、比較的強い機械的
な負荷に曝される場合がある。
【０００２】
　それでもなお、マイクロシステムを高い歩留まりで安価に製造することができるように
、「リリース」プロセスや、特に可動のマイクロ構造を保護するための措置を、キャリア
基板が個別化又は分割される前に既に行う試みがなされている。
【０００３】
　マイクロシステムをカプセル化するために頻繁に利用される１つの可能性は、キャリア
基板に結合され、これにより少なくともパッケージの一部をなす、対応するように構造化
されたカバーを用意することにある。
【０００４】
　本発明は、マイクロシステム、特に光学的な機能を充足しなければならないマイクロシ
ステムをカプセル化するためのカバー、及び特にこのようなカバーを製造する方法に関す
る。本発明に係る方法は、カプセル化、特にウエハレベルで、すなわち個別化プロセス前
、ひいてはキャリア基板又はキャリアウエハの分割前にカプセル化のために使用可能なカ
バーを製造するためにも適している。
【０００５】
　背景技術
　マイクロシステム、一般にはＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳをカプセル化するためのパッケージ
、及びこのようなパッケージを特にウエハレベルで製造する方法、いわゆるウエハレベル
パッケージング法（Ｗａｆｅｒ－Ｌｅｖｅｌ－Ｐａｃｋａｇｉｎｇ－Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ
）は、半導体産業において公知である。
【０００６】
　例えばＵＳ６７４３６５６に記載されているように、ＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳを備えるウ
エハ（キャリアウエハ）は、所定寸法のエッチングされた凹部を備えるカバーとしての別
のウエハ（カバーウエハ）に結合される。一般に、ウエハはシリコンウエハであるので、
カバーウエハに設けられる凹部も、シリコンテクノロジの実証された方法で簡単かつ精緻
に製造可能である。その後、続いての個別化プロセス、一般にはソーイングプロセス又は
ダイシングプロセスにおいて、個別のカプセル化されたチップが、ＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳ
の汚染が生じる恐れなしに、形成される。
【０００７】
　ＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳが光学的な機能を果たすべきであるか、又はＭＥＭＳ／ＭＯＥＭ
Ｓの所定のパラメータ又は物理量が光学的に測定されるべきであれば（例えば干渉計を用
いた変位の測定又はビデオシーケンスの評価による変位の測定）、一般に、光学的に透明
なカバーが必要である。
【０００８】
　ＷＯ２００４／１０６８６６５には、ＭＯＥＭＳのためのウエハレベルパッケージング
法が記載されている。このＭＯＥＭＳは、ガラスからなるカバーを有する。しかし、カプ
セル化プロセス前に、ＭＯＥＭＳを備えるキャリアウエハは個別化される。結果的に生じ
る個別の、カプセル化されていないチップ（ダイス）は、新しい基板上に配置され、実装
され、接点接続されて初めて、引き続きカプセル化される。カバーに設けられる凹部は、
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公知のエンボシング法及びエッチング法により、かつ／又はスペーサ、例えばシリコンか
らなるスペーサの使用により形成可能である。
【０００９】
　ＵＳ６１４６９１７には、ＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳのためのウエハレベルパッケージング
法が記載されている。この公知のウエハレベルパッケージング法では、シリコン又はガラ
スからなる、凹部を備えるカバーウエハが、フュージョンボンディング（Ｆｕｓｉｏｎｓ
－Ｂｏｎｄｅｎ）又はアノーディックボンディング若しくは陽極接合によってキャリアウ
エハに結合される。このことからハーメチック又は気密なパッケージが生じる。シリコン
からなるカバーウエハに設けられる必要な５０～１５０μｍの深さの凹部の製作は、ＫＯ
Ｈ溶液を用いた湿式化学エッチングによって行うことができる。
【００１０】
　ＵＳ２００５／０１８４３０４には、表面マイクロマシニングにより製造されるマイク
ロミラーアレイをカプセル化するためのウエハレベルパッケージング法が記載されている
。ガラスからなるカバーウエハは凹部を有する。凹部は、光学窓として役立ち、適当なコ
ーティング層（Ｖｅｒｇｕｅｔｕｎｇｓｓｃｈｉｃｈｔ）を有していてよい。カバーウエ
ハに設けられる凹部は、１００μｍ超の深さを有していてよく、常套の形状付与法、例え
ばエッチング、キャスティング若しくはエンボシングによって、又はスペーサの使用によ
って形成される。
【００１１】
　上述のすべての刊行物は、カバーの光学窓がキャリア基板、特にキャリアウエハの基板
平面（キャリア基板平面）に平行、ひいてはキャリア基板、特にキャリアウエハ上に配置
されるＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳに対して平行に構成されている点で共通している。さらに、
従来技術には、キャリア基板平面に対して傾倒されて構成される光学窓により画成されて
いる凹部を備えるカバーが記載されている。
【００１２】
　光学窓の材料、大抵の場合、ガラスと、周囲の空気との間の屈折率の相違に基づいて、
入射した放射の一部は、光学窓の表面で反射される（図１ａ）。種々異なる光学的な用途
、例えばキャリア基板平面に関して傾動可能に支承された、レーザ投射法（Ｌａｓｅｒ－
Ｐｒｏｊｅｋｔｉｏｎｓｖｅｒｆａｈｒｅｎ）のためのマイクロミラーにおいて、カバー
の光学窓における望ましくない反射は、この用途に、障害となる影響を及ぼし、例えば、
投射される画像情報に重畳するように永続的に特定位置を照射する。反射は、特に、投射
される放射と反射とが同じ角度で出射する際に問題となる（図１ａ）。この状況は、特に
、例えばマイクロミラーの使用される角度範囲が、マイクロミラーのミラー面がカバーの
光学窓に対して平行に配向されている位置を作業範囲内において占めることができる場合
に生じる。特別に処理（ｖｅｒｅｄｅｌｔ）された表面を有しないホウケイ酸ガラスから
なる光学窓においては、一般に、垂直に入射した放射の４～５％が反射する。適当なコー
ティング又は層系による光学窓の加工処理によって、反射を著しく軽減することが可能で
ある。使用される特定の波長のために、極めて低い反射度が達成される一方、このような
努力には、ワイドな放射スペクトル又は種々異なる波長成分を有する放射を使用する場合
、自ずと限界がある。０．１％を下回る残余の反射の減少は、かなりのコストをかけての
み可能である。例えば一軸のマイクロミラーの場合、ミラー表面と光学窓の表面との間の
比較的小さな幾何学的な間隔に基づいて、反射と、投射又は変向される放射又はビームと
の間には、小さな間隔が存在するにすぎない。それゆえ、絞り構造の使用は、確かに可能
であるものの、精緻な調整、とりわけ入射する放射及び投射される放射が一般に１ｍｍ領
域の直径を有するためになおさらのこと、精緻な調整を必要とする。これに対して、二軸
のマイクロミラーの場合、反射はいずれにしても投射領域内にあり、付加的な構造を設け
ることによっては消去されない。
【００１３】
　相応に、ＷＯ２００７／０６９１６５に記載されるように、傾倒された光学窓によって
、投射領域又は画像領域に入射した反射の付加的な減少が達成可能である。
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【００１４】
　ＵＳ２００６／０１７６５３９Ａ１には、チップレベルでのカプセル化のために、キャ
リア基板平面に関する、ひいてはマイクロミラーのミラー面に関する光学窓の傾きによっ
て、反射領域と投射領域との分離（反射消去）が達成されるカバージオメトリが記載され
ている。ウエハレベルでＭＥＭＳ／ＭＯＥＭＳをカプセル化するための前記カバーの使用
は、実現不可能である。カバーに設けられる凹部は、一般的なエッチング法によって形成
される。
【００１５】
　発展形は、ＵＳ２００７／００２４５４９Ａ１に記載されている。この刊行物によれば
、ウエハレベルでのカプセル化を可能にするカバーも製造可能である。カバーの形状付与
又は必要な凹部の実現は、公知のエンボシング法及び形状付与法によってなされる。
【００１６】
　このような形状付与法には、例えばガラス深絞り（Ｇｌａｓｔｉｅｆｚｉｅｈｅｎ）及
び精密成形（Ｂｌａｎｋｐｒｅｓｓｅｎ）が含まれる。特に精密成形は、光学部品、例え
ばレンズを製造するためにも使用される（Bernd Bresseler 「Mikroproduktion - Der We
rkzeugbau als Mass der Dinge」、インターネットサイト、http://www.aixtooling.de/i
ndex.html?content=/deutsch/aktuelles/aktuelles.html、及びJohn Deegan Rochester P
recision Optics「Precision Glass Molding Technical Brief」、インターネットサイト
、http://www.rpoptics.com/Precision%20Glass%20Molding%20Technical%20Brief_2.pdf
参照）。
【００１７】
　平坦な又は面平行な面を有する光学部品、例えばミラー又は半透明のミラー及びビーム
スプリッタ（刊行物Chuan Pu、Zuhua Zhu及びYu-Hwa Lo「Surface Micromachined Integr
ated Optic Polarization Beam Splitter」、IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS、第１
０巻第７号、１９９８年７月、及びLih Y. Lin及びEvan L. Goldstein「Micro-Electro-M
echanical Systems (MEMS) for WDM Optical-Crossconnect Networks」、IEEE、１９９９
年）は、マイクロシステム技術において、一般にシリコンから製造される。こうして、例
えば異方性の湿式化学エッチングプロセス、例えばＫＯＨを用いた異方性の湿式化学エッ
チングプロセスによって、傾倒されたミラーが実現される（刊行物Jenq-Yang Chang、Chi
h-Ming Wang、Chien-Chieh Lee、Hsi-Fu Shih及びMount-Learn Wu「Realization of Free
-Space Optical Pickup Head With Stacked Si-Besed Phase Elements」、IEEE PHOTONIC
S TECHNOLOGY LETTERS）。
【００１８】
　別の刊行物（Kyounggsik Yu、Daesung Lee、Uma Krishnamoorthy、Namkyoo Park及びOl
av Solgaard「Micromachined Fourier transform spectrometer on silicon optical ben
ch platform」、Sensors and Actuators A130-131（２００６年）、第５２３頁～第５３
０頁）では、マイクロオプティカルビームスプリッタ及び傾倒されたミラーが、やはり種
々異なるエッチング法によって製造される。光学的な機能を有する表面の高い品質、特に
低い粗さについて参照されたい。湿式化学的なＫＯＨエッチングにより、シリコン中に、
２０ｎｍより低い二乗平均平方根粗さ（ｑｕａｄｒａｔｉｓｃｈｅ　Ｏｂｅｒｆｌａｅｃ
ｈｅｎｒａｕｉｇｋｅｉｔ）あるいはｒｍｓを有する表面が達成される。しかし、このよ
うな表面は、標準のシリコンウエハにおいて、シリコンの結晶構造によって予め決められ
た所定の傾き角でのみ実現可能である。
【００１９】
　エッチング法によるガラス、例えばホウケイ酸ガラスをベースとする適当な光学部品の
製造は、一般に、光学用途にとって満足の行かない粗さを有する表面に至る（刊行物Xing
hua Li、Takashi Abe、Masayoshi Esashi「Deep reactive ion etching of Pyrex glass 
using SF6 plasma」、Sensors and Actuators A87、２００１年、第１３９頁～第１４５
頁、及びCiprian Iliescu、Kwong Luck Tan、Francis E. H. Tay、Jianmin Miao「Deep W
et and Dry Etching of Pyrex Glass」、A Review参照）。
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【００２０】
　発明の概要
　それゆえ、本発明の課題は、背景技術の欠点を克服し、カプセル化したいマイクロシス
テムに十分なスペース及び／又は運動自由度を保証し、かつ透過される放射に対する可及
的小さな妨害影響を保証するカバーを提供することである。さらに、課題は、本発明に係
るカバーを製造する方法、又は移動されたかつ／又は傾倒された領域及び高い表面品質を
有する光学部品を製造する方法を提供することである。
【００２１】
　本発明によれば、この課題は、請求項１記載のカバー、すなわち、マイクロシステムの
ためのカバーにおいて、当該カバーが単数若しくは複数のカバーユニットを有するか、又
は単数若しくは複数のカバーユニットからなり、少なくとも１つのカバーユニットが、変
形によって形成される少なくとも１つの第１の凹部を有しており、該第１の凹部が少なく
とも部分的に、２５ｎｍ以下の二乗平均平方根粗さを有する少なくとも１つの光学窓によ
り画成されていることを特徴とする、マイクロシステムのためのカバーによって解決され
る。従属請求項は、有利な形態に係る。好ましくは、前記少なくとも１つの光学窓の二乗
平均平方根粗さが、１５ｎｍ以下、有利には５ｎｍ以下である。好ましくは、前記少なく
とも１つの光学窓が、カバー基準平面に関して移動されてかつ／又は傾倒されて配置され
ている。好ましくは、当該カバーが、少なくとも部分領域においてガラス及び／又はガラ
ス状の材料を含むか、又はガラス及び／又はガラス状の材料からなる。好ましくは、ガラ
スがケイ酸塩ガラス、特にホウケイ酸ガラスである。好ましくは、当該カバーの最大の大
きさが、８０ｍｍ以上、特に１５０ｍｍ以上である。好ましくは、前記少なくとも１つの
光学窓の透過面が、平坦かつ／又は互いに面平行に構成されている。好ましくは、前記透
過面が、前記用途で使用される電磁放射の波長の４分の１より小さな平面度偏差及び／又
は面平行度偏差を有する。好ましくは、前記透過面が、１８０ｎｍ以下、有利には１１０
ｎｍ以下の平面度偏差及び／又は面平行度偏差を有する。好ましくは、前記カバーに少な
くとも部分的に、少なくとも１つの処理コーティング及び／又は機能性の表面構造が設け
られている。好ましくは、前記少なくとも１つの処理コーティングが、反射防止コーティ
ング、吸収コーティング及び／又は反射コーティングである。好ましくは、前記少なくと
も１つの処理コーティングが帯電防止コーティングである。好ましくは、前記帯電防止コ
ーティングがＩＴＯを含むか、又はＩＴＯからなる。好ましくは、前記機能性の表面構造
がモスアイ構造である。好ましくは、キャリア基板平面に関して傾動可能に支承された少
なくとも１つのマイクロミラーをカプセル化するために役立ち、前記光学窓の少なくとも
１つが、当該カバーをキャリア基板に結合した後、前記キャリア基板平面に関して傾倒さ
れて構成されている。好ましくは、前記光学窓の傾き角が、傾動可能に支承された前記マ
イクロミラーの作業範囲の最大の傾動角より大きい。好ましくは、前記傾き角が１５°以
上である。請求項１８に係る発明は、光学部品、特に本発明に係るカバーを製造する方法
、すなわち、光学部品を製造する方法において、以下のステップ、すなわち：第１の基板
を用意し、少なくとも１つの層を前記第１の基板に被着することによって積層体を形成し
、少なくとも１つの補強要素を形成するために前記少なくとも１つの層を構造化し、少な
くとも１つの第２の基板を用意し、前記少なくとも１つの第２の基板を前記積層体に接触
させ、前記第１の基板の、前記少なくとも１つの補強要素によって被覆された少なくとも
１つの領域が移動かつ／又は傾倒されるように、前記第１の基板を加熱し、かつ変形させ
るというステップを有することを特徴とする、光学部品を製造する方法に係る。従属請求
項は、有利な形態に係る。好ましくは、前記第１の基板が、少なくとも部分領域において
ガラス及び／若しくはガラス状の材料を含むか、又はガラス及び／若しくはガラス状の材
料からなる。好ましくは、前記ガラスがケイ酸塩ガラス、特にホウケイ酸ガラスである。
好ましくは、前記少なくとも１つの層が、少なくとも部分領域において半導体材料を含む
か、又は半導体材料からなる。好ましくは、前記少なくとも１つの層が半導体ウエハ、特
にシリコンウエハである。好ましくは、前記少なくとも１つの層が、少なくとも該層の、
前記第１の基板に結合される面に、少なくとも１つの第２の凹部を備える。好ましくは、
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前記第１の基板への前記少なくとも１つの層の被着を陽極接合及び／又は熱接合によって
行う。好ましくは、前記少なくとも１つの第２の基板への前記積層体の接触後、前記少な
くとも１つの補強要素が前記第１の基板に対して移動及び／又は回動することを軽減又は
防止する少なくとも１つの固定要素を形成する。好ましくは、前記少なくとも１つの固定
要素を、前記少なくとも１つの補強要素と同じ方法ステップで、前記少なくとも１つの層
の構造化により形成する。好ましくは、単数又は複数の載置構造を形成し、該載置構造の
形成を、該載置構造が、前記第１の基板の載置領域を保護する、かつ／又は前記第１の基
板と前記少なくとも１つの第２の基板との間のスペーサとして機能するように行う。好ま
しくは、前記少なくとも１つの載置構造を、前記少なくとも１つの補強要素と同じ方法ス
テップで、前記少なくとも１つの層の構造化によって形成する。好ましくは、前記第１の
基板の両基板面に前記補強要素の少なくとも１つを配置する。好ましくは、前記補強要素
の少なくとも１つを、前記第１の基板の、該補強要素によって被覆された前記領域の、加
熱時及び変形時の傾倒が助成されるように配置する。好ましくは、前記補強要素の少なく
とも１つを、非中心的に、前記第１の基板の変位領域内に配置する。好ましくは、前記少
なくとも１つの第２の基板の、前記積層体に接触させられる領域が、黒鉛を含むか、又は
黒鉛からなる。好ましくは、前記少なくとも１つの第２の基板が、少なくとも１つの第３
の凹部を備える。好ましくは、前記少なくとも１つの第３の凹部が、１００μｍ～１００
０μｍの深さを有する。好ましくは、前記少なくとも１つの第２の基板との前記積層体の
接触を、前記少なくとも１つの第２の基板内に設けられた第３の凹部によって中空室が、
前記少なくとも１つの第２の基板と前記積層体との間に形成されるように行う。好ましく
は、前記少なくとも１つの第２の基板との前記積層体の接触を、前記載置構造によって中
空室が、前記少なくとも１つの第２の基板と前記積層体との間に形成されるように行う。
好ましくは、前記中空室内に、周囲圧、特に大気圧を下回るか、又は上回る圧力を形成す
る。好ましくは、前記第１の基板を加熱及び変形の方法ステップ中に、変形領域の材料の
軟化温度－１５０℃と軟化温度＋１００℃との間にある温度、特に約７５０℃と約９００
℃との間にある温度にもたらす。好ましくは、前記第１の基板の変形を自重の力によって
惹起する。好ましくは、前記第１の基板の変形を、外部から加えられる力によって惹起す
る。好ましくは、前記外部から加えられる力を、前記第１の基板の両基板面間の、特に変
位領域における圧力差によって生じる。好ましくは、前記少なくとも１つの層を変形後に
少なくとも部分的に除去する。好ましくは、前記第１の基板の少なくとも部分領域に、少
なくとも１つの処理コーティング、特に反射防止コーティング、帯電防止コーティング、
反射コーティング及び／若しくは吸収コーティング、並びに／又は機能性の表面構造を設
ける。好ましくは、前記機能性の表面構造としてモスアイ構造を、前記少なくとも１つの
層を前記第１の基板に被着する前に、少なくとも前記少なくとも１つの層の、前記第１の
基板に結合される面に、モスアイ構造のネガ型を設け、前記少なくとも１つの層を前記第
１の基板に被着した後、該第１の基板の形状付与中、前記モスアイ構造が前記第１の基板
の前記第１及び／又は第２の基板面に、前記少なくとも１つの層に設けられた前記ネガ型
が前記第１の基板の前記第１及び／又は第２の基板面に、特に前記光学窓の透過面に象ら
れることによって形成されるように、形成する。好ましくは、前記処理コーティングを、
前記少なくとも１つの層を前記第１の基板に被着する前に、少なくとも前記少なくとも１
つの層の、前記第１の基板に結合される面に、前記処理コーティングを設け、次に前記第
１の基板と前記少なくとも１つの層との間の結合を、前記処理コーティングと前記第１の
基板との間の結合により形成するか、又は前記少なくとも１つの層を前記第１の基板に被
着する前に、前記処理コーティングを前記第１の基板に被着し、次に前記少なくとも１つ
の層を前記処理コーティングに被着し、前記少なくとも１つの層及び前記処理コーティン
グの構造化並びに前記変形ステップ後、前記少なくとも１つの層、特に前記少なくとも１
つの補強要素は除去され、前記処理コーティングは前記第１の基板、特に前記光学窓に残
されるように、形成する。請求項４６、４７に係る発明は、有利な使用、すなわち、上述
のカバーの、マイクロミラー、特に可動のマイクロミラーをカプセル化するための使用、
及び上述のカバーの、ウエハレベルでカプセル化するための使用に係る。
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【００２２】
　マイクロシステムをカプセル化するためのカバーは、一般に、汚染物質に対する少なく
とも１つの保護手段を提供すると同時に、マイクロシステムの機械的かつ／又は光学的な
機能性に影響を及ぼさないことが望ましい。マイクロシステムの機能性が、キャリア基板
平面内での又はキャリア基板平面に対して平行な運動だけに限定されず、キャリア基板平
面に対して垂直な運動も予定されているのであれば、カバーはマイクロシステムに対して
、一般に、適当な運動自由度を保証しなければならない。
【００２３】
　本発明に係る、マイクロシステムのためのカバーは、単数若しくは複数のカバーユニッ
トを有するか、又は単数若しくは複数のカバーユニットからなり、少なくとも１つのカバ
ーユニットが、変形によって形成される少なくとも１つの第１の凹部を有しており、第１
の凹部が少なくとも部分的に、２５ｎｍ以下の二乗平均平方根粗さを有する少なくとも１
つの光学窓により画成されている。
【００２４】
　本発明に係るカバーは、マイクロシステム、有利にはミリメートル、マイクロメートル
及び／又はナノメートル領域の大きさを有するマイクロシステムをカバー又はカプセル化
するために役立つ。本発明の意味において、マイクロシステムとは、特にマイクロマシン
システム（ＭＥＭＳ）、マイクロオプティカルシステム（ＭＯＥＭＳ又は光ＭＥＭＳ）及
び／又はマイクロ構成素子と解される。
【００２５】
　カバーユニットとは、本発明において、カバー、又はカバーの、カプセル化のために必
要とされる最小の単位をなす部分と解される。例えば半導体技術において、カプセル化す
べき最小の単位はダイと呼ばれる。ダイは、一般に、ウエハのダイシング又はソーイング
によって得られる。相応に、１つのカバーユニットは１つのダイをカプセル化する。特に
ウエハレベルで、しばしば、複数のカバーユニットを備えるか、又は複数のカバーユニッ
トからなるカバーが使用される。それゆえ、本発明に係るカバーは、有利には複数のカバ
ーユニット、特にカバーユニットの二次元のアレイから構成される。カバーをキャリア基
板に結合することにより、多数のマイクロシステムを同時にカプセル化することができる
。後続の分離ステップ、例えばソーイングステップ又はダイシングステップにおいて、キ
ャリア基板の個々のカプセル化された領域を分割する。このとき、相応にカバーも、個々
のカバーユニットに分割される。相応に、本発明に係るカバーは、有利には一体的に、つ
まり１つのピースとして構成されており、相応に、複数のパーツの素材結合（ｓｔｏｆｆ
ｓｃｈｌｕｅｓｓｉｇ）式、摩擦力結合（ｋｒａｆｔｓｃｈｌｕｅｓｓｉｇ：摩擦力によ
る束縛）式かつ／又は形状結合（ｆｏｒｍｓｃｈｌｕｅｓｓｉｇ：形状による束縛）式の
結合プロセスから生じる接合箇所を有しない。結合プロセス及び調整プロセスの欠如によ
って、手間やコストは削減される。カバーに被着される加工処理層は、一体性からの逸脱
を惹起するものではない。
【００２６】
　有利には、カバー、特に各々のカバーユニットが、接触面を備える。接触面は、カバー
の、キャリア基板とカバーとの間の安定な結合を保証すべき所定の面である。有利には、
カバーの接触面は、キャリア基板との気密な結合、ひいては周囲に対して気密なカプセル
化を可能にするように構成されている。気密なカプセル化によって、マイクロシステムの
汚染、及び汚染により結果的に生じる故障又は機能制限は、特に効果的に防止される。加
えて、このようなカプセル化は、カプセル内部に所定の雰囲気を設定することを可能にす
る。この目的で接触面は、特に有利にはフレーム状に配置されており、キャリア基板との
接触後、カプセル化したいマイクロシステムを囲繞する。有利には、１つのカバーユニッ
トによって、１つのマイクロシステムだけがカプセル化される。しかし、複数のマイクロ
システムを１つのカバーユニットによってカプセル化する必要がある場合も少なくない。
【００２７】
　少なくとも１つのカバーユニット、有利には各々のカバーユニットは、変形によって形
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成される少なくとも１つの第１の凹部を備える。これにより、カプセル化のために必要な
空間が、例えばマイクロシステムの大きさ及び／又は運動に基づいて、提供可能である。
特に、第１の凹部は、機能性がキャリア基板平面内でのあるいはキャリア基板平面に対し
て平行な運動だけに制限されず、キャリア基板平面に対して垂直な運動も予定されるマイ
クロシステムに、相応の運動自由度を保証することができる。
【００２８】
　第１の凹部は、材料、特にカバー材料の除去、例えばエッチングステップによって形成
されているわけではない。ドライエッチングされた凹部、例えばガラス内にドライエッチ
ングされた凹部とは異なり、第１の凹部を画成する面（画成面）は、より低い二乗平均平
方根粗さを有する。このことから、カバーが透過される放射に及ぼす影響は僅かなものと
なる。このことは、特に、光学的な用途にとって有利である。
【００２９】
　加えて、第１の凹部は、凹部の深さが増すにつれて、画成面の二乗平均平方根粗さが増
大する、等方性エッチングされた凹部と比較して、０．５以上の、凹部の最大の幅に対す
る凹部の最大の深さのアスペクト比を有することができる。これにより、深さが同じであ
れば、第１の凹部の小さな横方向の寸法が可能である。
【００３０】
　エッチングされた凹部に対する第１の凹部の別の利点は、カバーの最大の材料厚さ以上
の最大の深さが可能であることにある。これにより、要求される深さが同じであれば、薄
い出発基板がカバーのために必要であるにすぎないので、材料及びコストが節約される。
【００３１】
　第１の凹部は、少なくとも部分的に、二乗平均平方根粗さが２５ｎｍ以下の少なくとも
１つの光学窓により画成されている。光学窓の低い二乗平均平方根粗さにより、カバーを
通して透過される電磁放射の散乱は僅かであり、それゆえ、本発明に係るカバーは、特に
光学的な用途のために適している。特に有利には、第１の凹部は、光学窓と同じ二乗平均
平方根粗さを有する面により画成される。これにより、カバーから例えば機械的な負荷に
よって遊離又は折損したパーティクルによる、カプセル化されたマイクロシステムの汚染
は減じられる。
【００３２】
　有利には、各々のカバーユニットが、単数又は複数の光学窓を有する。特に有利には、
本発明に係るカバーは、光学窓の二次元のアレイを有する。こうして、１つのカバーによ
って、多数のマイクロシステム、特にウエハ全体のマイクロシステムが、唯一のカプセル
化ステップで同時にカプセル化される。このことは、時間及びコストの節約を意味する。
【００３３】
　光学窓（ｏｐｔｉｓｃｈｅｓ　Ｆｅｎｓｔｅｒ）とは、本発明において、赤外線波長領
域、可視光線波長領域及び紫外線波長領域からなる電磁放射、有利にはカプセル化すべき
マイクロシステムによって処理したい放射、ひいてはその用途で使用される放射の任意の
波長及び／又は波長領域に関して透過性、特に透明であることに加えて、高い品質要求、
特に表面粗さ、平面度及び面平行度に関する高い品質要求を満たす、本発明に係るカバー
の領域と解される。さらに、これらの領域は、有利には、放射の望ましくない屈折及び／
又は偏向を回避するために、均質な材料構造を有していることが望ましい。
【００３４】
　光学窓の、その用途で使用される放射が光学窓に入射するかつ／又は再び出力結合され
る表面は、光学窓の透過面をなす。
【００３５】
　表面品質を評価するためのパラメータは、二乗平均平方根粗さである。二乗平均平方根
粗さは、光学窓において、可及的に小さいことが望ましい。表面粗さについての高い品質
要求に応えるために、少なくとも１つの光学窓、特に光学窓の透過面は、２５ｎｍ以下の
二乗平均平方根粗さを有する。有利には、少なくとも１つの光学窓、特に光学窓の透過面
は、１５ｎｍ以下、特に有利には５ｎｍ以下の二乗平均平方根粗さを有する。
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【００３６】
　これにより、カバーにより惹起される、例えば透過される光学的な信号の信号対雑音比
又はコントラスト比の減少に至らしめかねない散乱が減じられる。
【００３７】
　有利には、少なくとも１つの光学窓が移動、特にカバー基準平面から平行移動されてか
つ／又はカバー基準平面に関して傾倒されて配置されている。これにより、光学窓は、カ
プセル化すべきマイクロシステムに対してほぼ任意の間隔を置いてかつ／又は任意の傾き
角をなして配置される。このことは、カバーをフレキシブルに使用可能なものとする。こ
うして、移動された光学窓によって、カプセル化すべきマイクロシステムに、スペーサと
しての付加的な層又は付加的な構造の使用なしに、要求される運動自由度を保証すること
ができる。
【００３８】
　その際、カバー基準平面は、接触面（図２ｄ）によって規定されるか、又はカバーの、
接触面に対向、特に平行に対向する面（図２ｅ）によって規定される。カバーをキャリア
基板に結合した後は、キャリア基板平面及びカバー基準平面は、一般に平行に配置されて
いる。
【００３９】
　有利には、本発明に係るカバーは、キャリア基板平面に関して傾動可能に支承される少
なくとも１つのマイクロミラーをカプセル化するために役立つ。光学窓の少なくとも１つ
は、キャリア基板へのカバーの結合後、キャリア基板平面に関して傾倒されて構成されて
いる。有利には、本発明に係るカバーのすべての光学窓は、カバー基準平面に関して傾倒
されて、ひいては、キャリア基板とのカバーの接触後又はキャリア基板とのカバーの結合
後、キャリア基板平面に関して傾倒されて構成されている。傾倒された光学窓によって、
例えば傾動可能に支承されるマイクロミラーにおいて、反射領域と投射領域との分離（反
射消去）が達成される。これにより、反射に起因する重畳による、投射される放射又は投
射される信号に対する妨害影響が軽減又は防止される。有利には、キャリア基板平面に関
して傾倒された少なくとも１つの光学窓の傾き角が、キャリア基板平面に関して傾動可能
に支承されたマイクロミラーの作業範囲の最大の傾動角より大きい。マイクロミラーが例
えば－１５°～＋１５°の傾動角の作業範囲を有し、かつ傾倒された光学窓が、変位され
ていないマイクロミラーのミラー面に関して、ひいてはキャリア基板平面に関して１５°
傾倒されているとき、キャリア基板平面の面法線に関して１５°の角度で、ひいては傾倒
された光学窓に対して垂直に衝突した放射の反射は、入射方向に送り戻され、これにより
投射領域には進入しない。この状態は、図１ｂに見ることができる。キャリア基板平面の
面法線に関して１５°の、入射するビームの傾きと、キャリア基板平面に関して－１５゜
～＋１５°のマイクロミラーの作業範囲とによって、投射される画像は、＋１５°～－４
５°の光学的な角度範囲で生じる。これにより、投射領域は、約６０°の光学的な角度範
囲（走査範囲）を有する。相応に、傾倒された光学窓の傾き角は、有利には１５°以上で
ある。
【００４０】
　有利には、本発明に係るカバーは、キャリア基板の熱膨張係数とは可及的小さな差を有
する熱膨張係数を有する材料又は材料組成からなる。これにより、キャリア基板とカバー
との間の熱誘導性の機械的な応力は減じられる。熱誘導性の機械的な応力は、陽極接合及
び熱接合の場合のように、方法温度と、周囲温度又は動作温度との間に比較的大きな差が
あるときに特に明確に発生し得る。カバー及び／又はキャリア基板若しくはカプセル化さ
れたマイクロシステムにおける損傷の危険は減じられる。
【００４１】
　本発明に係るカバーは、少なくとも部分領域において、しかし一般にはその全体におい
て、その用途において使用される電磁放射に関して透過可能であるべきである。しかし、
大抵の光学的な用途において、例えばレーザビームができるだけ影響を受けることなくマ
イクロシステムに到達するように、その用途で使用される電磁放射に関して透過可能な領
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域の、可及的高い透明度が要求される。
【００４２】
　相応に、本発明に係るカバーは、少なくとも部分領域において、ガラス及び／又はガラ
ス状の材料を含むか、又は本発明に係るカバーは、ガラス及び／又はガラス状の材料から
なる。
【００４３】
　ガラス状の材料とは、本発明において、その化学的な組成がケイ酸塩ガラスの化学的な
組成とは異なるものの、その熱力学的な特性（非晶質構造、ガラス転移温度）のためにガ
ラスに類似した物質と解される。ガラス状の材料の例としては、化学において公知の人工
ガラス又は有機ガラス、例えばポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネー
ト及びポリスチレンが挙げられる。
【００４４】
　特に適したガラスは、ケイ酸塩ガラス、特にホウケイ酸ガラスである。それというのも
、ホウケイ酸ガラスは、耐薬品性及び耐熱性が極めて高いからである。ホウケイ酸ガラス
の、突然の温度変動に対する鈍感性及び耐熱性は、ホウケイ酸ガラスの低い熱膨張係数の
結果である。加えて、透過率は、特に人間にとって可視の波長領域において９０％を超え
ており、極めて高い。
【００４５】
　本発明に係るカバーの最大の大きさは、有利には８０ｍｍ以上、特に１５０ｍｍ以上で
ある。有利な態様では、本発明に係るカバーは、ウエハ、例えばガラスウエハの形態の基
板をベースとする。基板には、第１の凹部が設けられており、かつ基板は、複数のカバー
ユニットを有する。これにより、１つのカバーにより、例えばシリコンからなるキャリア
ウエハ上に配置されている多数のマイクロシステムが同時にカプセル化される。有利には
、カバーは、キャリアウエハと同じ横方向の寸法、例えば１５０ｍｍ（６インチ）、２０
０ｍｍ（８インチ）又は３００ｍｍ（１２インチ）のウエハ直径を有する。これにより、
材料最適化され、ひいては効率的なカプセル化を保証することができる。カバーは、特に
有利には３００ｍｍより大きな最大の大きさを有する。これにより、相応に大きな大きさ
を有する基板も、カバーの高い光学的な品質を同時に保証しつつ、カプセル化することが
できる。
【００４６】
　有利には、少なくとも１つの光学窓の透過面は、平坦（平面）にかつ／又は互いに面平
行に構成されている。光学的な品質要求を満たすために、本発明に係るカバーの少なくと
も１つの光学窓の透過面は、有利には、その用途で使用される電磁放射の波長の４分の１
よりも小さな平面度偏差及び／又は面平行度偏差を有する。この場合、特に有利には、紫
外線の波長領域から赤外線の波長領域まで（例えば約２００ｎｍ～約１５μｍ）の特に有
利な波長が使用される。したがって、より長波の光、例えば７２０ｎｍの波長を有する光
の場合、平面度偏差及び／又は面平行度偏差の値は、１８０ｎｍより小さければよい。４
４０ｎｍより短い波長を有するより短波の光の使用時には、透過面への要求度が増し、平
面度偏差及び／又は面平行度偏差の値は、１１０ｎｍより小さいことが好ましい。特に、
本発明に係るカバーの、傾倒されて構成されている光学窓は、有利には、その用途におい
て使用される電磁放射の波長の４分の１より小さい、透過面の平面度偏差及び／又は面平
行度偏差を有する。有利には、傾倒された光学窓は、やはり１８０ｎｍ以下、特に有利に
は１１０ｎｍ以下の透過面の平面度偏差及び／又は面平行度偏差を有する。この要求を満
たす光学窓は、光学的な放射プロフィールの小さな振れ及びビームの小さな拡がりを惹起
するにすぎない。このことは、光学的な信号の誤謬の可能性を小さくする。
【００４７】
　平面度偏差及び／又は面平行度偏差の値並びに二乗平均平方根粗さの値は、干渉測定法
によって測定される。測定のために、Ａｔｏｓ社の白色光・位相干渉計、ＭｉｃｒｏＭａ
ｐ５１２を使用した。
【００４８】
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　本発明に係るカバーの特性を最適化するために、本発明に係るカバー、特に光学窓の透
過面に、少なくとも部分的に、少なくとも１つの処理コーティング若しくは仕上げコーテ
ィング及び／又は機能性の表面構造が設けられていると有利である。
【００４９】
　有利に使用される処理コーティングは、反射防止コーティングである。反射防止コーテ
ィングは、本発明に係るカバー、特に光学窓における反射、ひいては放射損失をさらに減
じる。このような反射防止コーティングは、例えばフッ化マグネシウム及び酸化チタンか
らなる層系又は二酸化ケイ素及び酸化チタンからなる層系によって実現される。
【００５０】
　さらに、有利には、カバーの帯電を最小化する帯電防止コーティングが使用される。帯
電防止コーティングに関して光学的な用途において特に適した材料は、ＩＴＯ（酸化イン
ジウムスズ）である。それというのも、ＩＴＯは、トープされて、高い電気伝導性を有し
、広い波長領域にわたって高い透明度を有するからである。
【００５１】
　さらに、例えば入射光線を空間的に制限（絞り機能）するか、又は光学窓の近傍におい
て静的な変向ミラーを形成するために、反射コーティング、例えば金属層が、構造化後に
局所的に反射する領域を形成する処理コーティングとして被着されていると有利である。
【００５２】
　さらに、有利に使用される処理コーティングは、吸収コーティングである。吸収コーテ
ィングは、所定の波長又はすべての波長領域の電磁放射を吸収する。
【００５３】
　機能性の表面構造は、本発明の意味において、マイクロメートル領域及び／又はナノメ
ートル領域の表面の幾何学的な改変である。これにより、所定の表面特性に対して適当に
影響を及ぼすことができる。こうして、その用途において使用される放射の波長より下の
構造的な寸法を有するモスアイ構造（Ｍｏｔｔｅｎａｕｇｅｎｓｔｒｕｋｔｕｒ）の有利
な使用（刊行物：D.G. Stavenga、S. Foletti、G. Palasantzas、K. Arikawa「Light on 
the moth-eye corneal nipple array of butterflies」、Proceedings of the Royal Soc
iety B（２００６年）、第２７３巻、第６６１頁～第６６７頁、DOI:10.1098/rspb.2005.
3369、２００５年１２月６日にオンラインにて刊行、参照）によって、境界層、例えばガ
ラス表面と、ガラス表面を取り巻く空気との間に存在する境界層の屈折率を、モスアイ構
造が表面の反射防止に適しているために減じることができる。このような反射防止は、特
に、コーティングが付着の理由から不適であることが判っている場合に、有利である。
【００５４】
　光学部品を製造する本発明に係る方法は、以下の方法ステップ、すなわち：
‐第１の基板を用意し、
‐少なくとも１つの層を第１の基板に被着することによって積層体を形成し、
‐少なくとも１つの補強要素を形成するために前記少なくとも１つの層を構造化し、
‐少なくとも１つの第２の基板を用意し、
‐少なくとも１つの第２の基板を積層体に接触させ、
‐第１の基板の、少なくとも１つの補強要素によって被覆された少なくとも１つの領域が
移動かつ／又は傾倒されるように、第１の基板を加熱し、かつ変形させる
という工程を有する。
【００５５】
　本発明に係る方法は、所定の領域又は所定の面が、基板平面に関して傾倒されてかつ／
又は移動されて構成されている光学部品を製造するために役立つ。光学部品は、少なくと
も１つの光学素子、例えば光学窓、ミラー又は半透明のミラー、ビームスプリッタ及び／
又は干渉フィルタを有するか、又は光学部品は、少なくとも１つの光学素子からなる。光
学部品は、有利には単数又は複数の光学窓を備えるカバーである。
【００５６】
　有利には、本発明に係る方法が、本発明の請求項１に係るカバーを製造するために使用
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される。本発明に係るカバーは、特に光学機能を充足しなければならない、一般にキャリ
ア基板上に被着又は配置されているマイクロシステムのカプセル化のために適している。
しばしば、キャリア基板として、サーフェスマイクロマシニングプロセス又はバルクマイ
クロマシニングプロセスによって、カプセル化したいマイクロシステムが形成されるシリ
コンウエハが使用される。
【００５７】
　第１の基板は、光学部品のための出発基板又はベース基板である。相応に、第１の基板
の材料又は材料組成、並びに表面特性、例えば基板平面の粗さ、平面度及び面平行度に関
して、本発明に係るカバーに対して既に説明した事項が当てはまる。相応に、第１の基板
の両基板面は、高い表面品質を保証するために、有利にはポリッシングされて構成されて
いる。
【００５８】
　有利には、第１の基板は、少なくとも部分領域においてガラス及び／又はガラス状の材
料を有するか、又は第１の基板は、ガラス及び／又はガラス状の材料からなる。特に好適
なガラスは、ケイ酸塩ガラス、特にホウケイ酸ガラスである。
【００５９】
　次のステップで、第１の基板に少なくとも１つの層を被着することによって、積層体が
形成される。
【００６０】
　前記少なくとも１つの層は、例えば析出法によって第１の基板に被着される、かつ／又
は前記少なくとも１つの層は、少なくとも１つの別の基板の使用によって実現される。
【００６１】
　前記少なくとも１つの層は、有利には半導体の材料からなるか、又は有利には少なくと
も部分領域において半導体の材料を有する。特に有利には、このために、成熟した、良好
に制御可能な半導体テクノロジ、特にシリコンテクノロジのプロセスを使用することがで
きるように、シリコン層、特にポリシリコン層、及び／又は別の基板として半導体ウエハ
、有利にはシリコンウエハが使用される。
【００６２】
　第１の基板に前記少なくとも１つの層を被着する際に、第１の基板と、前記少なくとも
１つの層とは、有利には素材結合式に、第１の基板に対する前記少なくとも１つの層の高
い位置安定性を保証するために互いに結合される。このために、一般に、あらゆる有利な
技術、例えば析出、接着、ろう接又はボンディングが使用可能である。
【００６３】
　有利には、第１の基板への前記少なくとも１つの層の被着は、第１の基板に対する前記
少なくとも１つの層の移動及び／又は回動が軽減されるか、又は回避されるように行われ
る。
【００６４】
　方法の有利な態様では、前記少なくとも１つの層として、ポリシリコン層がＣＶＤ、特
にホットワイヤＣＶＤによって、第１の基板に被着される。この析出法でのプロセス温度
が５００℃より下、有利には３００℃～４００℃の間にあるので、これにより、温度に比
較的敏感な基板もコーティングされる。
【００６５】
　別の有利な態様では、前記少なくとも１つの層、例えばシリコンウエハが、陽極接合及
び／又は熱接合によって第１の基板に被着されるか、又は第１の基板に結合される。とり
わけ半導体産業において、これらのボンディング法は、汎用の結合技術であり、安定した
結合が得られる。
【００６６】
　有利には、前記少なくとも１つの層が、少なくとも第１の基板に接続される層面に、少
なくとも１つの第２の凹部を有する。この第２の凹部は、第１の基板の所定領域における
第１の基板と前記少なくとも１つの層との間の接触を、被着時に、この領域における第１
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の基板の表面品質を別の結合ステップ及び／又は接触ステップのために保存しておくため
に防止する。このような保存すべき領域は、特に、第１の基板の、補強要素が設けられな
い領域である。前記少なくとも１つの層に設けられた第２の凹部は、有利には約０．５μ
ｍ～約１μｍの深さを有する。
【００６７】
　続いての方法ステップにおいて、少なくとも１つの補強要素を形成するための、前記少
なくとも１つの層の構造化が、第１の基板の、光学窓として機能する領域の変形が軽減さ
れるか、又は回避されるように行われる。このことは、特に、前記少なくとも１つの層が
、第１の基板の、光学窓として機能する領域を少なくとも部分的にカバーすることによっ
て達成される。補強要素の付加的な材料は、第１の基板のカバーされる領域を安定化する
とともに保護し、かつ変形に抗して働く。これにより、用意された第１の基板に有利に存
在している高い平面度、面平行度及び小さな表面粗さが維持される。このことは、高品質
の光学窓の基礎であって、事後的な加工（例えば研磨ステップ）を行うための接近性がな
くても、高い表面品質を有する面、特に透過面を実現する。
【００６８】
　さらに、有利には、少なくとも１つの固定要素が形成される。固定要素は、少なくとも
１つの第２の基板との積層体の接触後、第１の基板に対する少なくとも１つの補強要素の
移動及び／又は回動を軽減するか、又は防止して、補強要素の位置安定性を高める。有利
には、固定要素は、積層体を少なくとも１つの第２の基板に接触させる後続の方法ステッ
プにおいて、積層体と、少なくとも１つの第２の基板との間に挟持される。適当な収容溝
を例えば少なくとも１つの第２の基板に設けることによって、固定要素が中間に支承され
るか、又は挟持されるにもかかわらず、積層体と、少なくとも１つの第２の基板との間の
有利な接触が保証される。
【００６９】
　有利には、補強要素と固定要素とは、可及的安定な力の結合を保証することができるよ
うに、直接互いに結合されている。
【００７０】
　別の有利な態様では、単数又は複数の載置構造が形成される。載置構造の形成は、載置
構造が、第１の基板の載置領域、特に載置面を保護する、かつ／又は第１の基板と少なく
とも１つの第２の基板との間のスペーサとして機能するように行われる。
【００７１】
　載置領域は、方法の間、変位、特に変形による変位を受けないか、又は少なくとも１つ
の第２の基板によって直接又は間接に支持される、第１の基板の領域である。直接的な支
持は、第１の基板と、少なくとも１つの第２の基板とが互いに接触している場合に生じる
。間接的な支持の場合は、例えば第１の基板と、少なくとも１つの第２の基板との間に、
層又は層序が配置されている。載置面は、載置領域の表面、特に少なくとも１つの第２の
基板に面した表面である。本発明に係るカバーを製造すべきとき、有利には、第１の基板
の載置面は、接触面、ひいては本発明に係るカバーの、本発明に係るカバーをキャリア基
板に接触又は結合することが予定されている面を形成する。
【００７２】
　載置構造は、有利には、第１の基板及び／又は少なくとも１つの第２の基板に被着又は
配置される層又は層序によって実現される。層又は層序の層厚さを変更することにより、
間隔が第１の基板と少なくとも１つの第２の基板との間に生じる。その結果、載置構造は
、有利にはスペーサとして機能する。
【００７３】
　少なくとも１つの載置構造及び／又は少なくとも１つの固定要素は、有利には、前記少
なくとも１つの層を構造化することによる、少なくとも１つの補強要素と同じ方法ステッ
プで形成されて、時間を節約した安価な製造を達成する、かつ／又は積層体を少なくとも
１つの第２の基板に接触させる前の、単数又は複数の付加的な工程において形成されて、
フレキシブルな製造を可能にする。載置構造及び／又は固定要素は、形成の仕方にかかわ
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らず、積層体に属する。
【００７４】
　有利には、第１の基板の両基板面に、それぞれ補強要素の少なくとも１つが配置される
。対向して位置する補強要素は、有利には少なくとも部分的にオーバラップしている。特
に有利な態様では、このような補強要素は、完全にオーバラップしている（図３ｃ）。こ
れにより、第１の基板の、補強要素により被覆される領域は、特に良好に安定化され、変
形から保護される。
【００７５】
　有利には、補強要素の少なくとも１つが、第１の基板の、補強要素によって被覆される
領域の、加熱時及び変形時の傾倒を助成するように配置される。このことは、特に、補強
要素の少なくとも１つが非中心的に第１の基板の変位領域内に配置されることによって達
成される。変位領域とは、第１の基板の、載置領域間に存在する支持されていない領域で
ある。変位領域は、第１の基板の、補強要素により被覆された領域と、第１の基板の変形
領域とに分割される。他方、変形領域は、その形状変化によって第１の基板の、補強要素
によって被覆された領域の変位、特に移動及び／又は傾倒を保証する、第１の基板の領域
である。変位領域内での補強要素の非中心的な配置によって、補強要素上に力が等分配さ
れると、合トルクが生じる。この合トルクは、第１の基板の、補強要素によって被覆され
た領域に作用して、第１の基板の、補強要素によって被覆された領域の傾倒を促進する。
【００７６】
　変位領域内での補強要素の非中心的な配置とは、本発明の意味において、補強要素と、
変位領域に隣接するすべての載置領域との間隔が、少なくとも１方向で、同じ大きさでは
ないことと解される。同じことは、変位領域上での非中心的な力についても言え、力の作
用点と、変位領域に隣接するすべての載置領域との間隔は、少なくとも１方向で、同じ大
きさではないことを意味する。力が補強要素に対して非中心的である場合、作用点と、補
強要素の縁部との間隔は、少なくとも１方向で、同じ大きさではない。
【００７７】
　少なくとも１つの第２の基板の用意後、この第２の基板は、積層体に接触させられる。
【００７８】
　有利には、少なくとも１つの第２の基板は、少なくとも部分領域で半導体材料を有する
か、又は少なくとも１つの第２の基板は、半導体材料からなる。特に半導体ウエハ、有利
にはシリコンウエハが、第２の基板として使用される。これにより、半導体テクノロジ、
特にシリコンテクノロジの、成熟した、良好に制御可能なプロセスが使用可能である。
【００７９】
　少なくとも１つの第２の基板、特に少なくとも１つの第２の基板の、積層体と接触させ
られる領域は、有利には高温に耐性のある材料、特に黒鉛を有するか、又は高温に耐性の
ある材料、特に黒鉛からなる。僅かな磨滅又は僅かな摩耗に基づいて、このような基板は
、何度も使用されるか、又は再び使用される。
【００８０】
　有利には、少なくとも１つの第２の基板が、少なくとも１つの第３の凹部を有する。第
３の凹部は、有利には第２の基板の、積層体と接触させられる基板面に形成されている。
第２の基板の第３の凹部は、有利には約１００μｍ～１０００μｍ、特に有利には数ミリ
メートルの深さを有している。その結果、第１の基板の、変形により惹起される変位、ひ
いては特に第１の凹部の深さは、広い範囲にわたって変更可能である。
【００８１】
　少なくとも１つの第２の基板との積層体との接触は、有利には、第２の基板に設けられ
た第３の凹部及び／又は載置構造によって、中空室が第２の基板と積層体との間に形成さ
れるように行われる。有利な態様では、これらの中空室は、第２の基板側の補強要素を囲
繞する。
【００８２】
　中空室により、加熱前の補強要素と第２の基板との間の接触は防止可能である。補強要
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素及び／又は第１の基板が変位領域において第２の基板と加熱前に接触することは、補強
要素及び／又は第１の基板が第２の基板に変位領域において付着するに至る場合があり、
第１の基板の、補強要素によって被覆された領域の、変形により惹起される変位、特に移
動及び／又は傾倒を妨げるか、又は難しくしてしまう。
【００８３】
　さらに、中空室内に、周囲圧、特に大気圧を下回るか、又は上回る圧力を形成すること
ができる。中空室が少なくとも第１の基板の変位領域の部分領域によって画成されるので
、中空室内に形成される、周囲圧の下又は上にある圧力によって、変形プロセスを促進す
る力の作用が形成される。有利には、周囲圧は大気圧に等しく、この場合、中空室内の圧
力値は、有利には約７５０ｍｂａｒ～約９００ｍｂａｒ、又は約１２００ｍａｂｒ～約１
３５０ｍｂａｒにあり、例えば真空ポンプによって発生され得る。
【００８４】
　さらに、積層体との少なくとも１つの第２の基板の接触が、結合、特に素材結合に至る
と有利である。これにより、有利には、周囲から気密に閉鎖された中空室が、積層体と第
２の基板との間に形成される。結合プロセスが所定の圧力で実施されることにより、所定
の圧力値が中空室内に形成され得る。有利には、圧力値は、結合プロセス、例えば陽極接
合中、４００℃で約５００ｍｂａｒ～約６００ｍｂａｒ、又は約８００ｍｂａｒ～約９０
０ｍｂａｒである。続いての加熱プロセスが、典型的には、結合プロセスよりも大幅に高
い温度で行われ、有利には第１の基板が、加熱及び変形の方法ステップ中、約７５０℃～
約９００℃の温度にもたらされるので、より高い温度によって、表示した中空室内の圧力
範囲から、約７５０ｍｂａｒ～約９００ｍｂａｒ又は約１２００ｍｂａｒ～約１３５０ｍ
ｂａｒの圧力が生じる。中空室は、有利には気密に周囲から閉鎖されているので、これら
の圧力値は、さらなるエネルギ供給なしに、例えば真空ポンプの運転するためのさらなる
エネルギ供給なしに、より長時間にわたって、ひいては、特に後続の変形ステップ又は形
状付与ステップのために維持される。有利には、積層体と第２の基板との間の結合は、陽
極接合及び／又は熱接合により実現される。
【００８５】
　第１の基板の形状付与の際に、特に、第１の基板の流れ特性、特に軟化温度及び／又は
溶融温度の近傍又はこの温度の上で提示されるような流れ特性が利用される。この種の形
状付与の、その他の形状付与法又はエンボシング法、例えばガラス深絞り又はガラスエン
ボシング（例えば精密成形）に対する利点は、とりわけ、特に光学部品が、例えば、８０
ｍｍ以上、特に１５０ｍｍ以上、特に有利には３００ｍｍ以上の基板又はウエハの大きさ
、特に基板又はウエハの直径と、高い表面品質、特に低い表面粗さ、高い表面平面度及び
表面の高い面平行度とを備えて実現されるという点にある。特に、出発基板がガラスから
なるとき、しばしば、光学部品の表面粗さは、満足の行くものではない。成形される基板
は、例えばガラス深絞りの際に、粗面化され、例えば光学窓に関する要求を満たすことが
できない。精密成形の場合、製造可能な光学部品の最大の大きさ又は寸法は、著しく制限
されている。さらに、このエンボシング法においては、極めて高価値の、耐性の、ひいて
は高価なエンボシング工具が必要であり、このことは、フレキシブルな製造を制限する。
【００８６】
　加熱及び変形のプロセスステップ時、第１の基板、少なくとも第１の基板の変形領域は
、有利には、変形領域の材料の軟化温度－１５０℃と軟化温度＋１５０℃との間、特に約
７５０℃と約９００℃との間にある温度にもたらされる。軟化温度の領域で、変形領域の
材料は、特に好適な変形特性、特に粘性に関して特に好適な変形特性を有する。続いて、
又は既に加熱プロセス中に、第１の基板は、変位領域への力又は力作用によって、変形領
域で変形される。約８２０℃の軟化温度を有するホウケイ酸ガラスを使用した場合、例え
ば約７５０℃～約９００℃の温度が有利である。
【００８７】
　リトルトン温度又はリトルトン点とも呼ばれる軟化温度又は軟化点は、リトルトン法に
したがって測定される。リトルトン法では、０．６５ｍｍ～１．０ｍｍの直径及び２２．
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９ｃｍの長さを有する材料糸（例えばガラス糸）を、特定の構造の炉内に懸吊する。５～
１０Ｋ／ｍｉｎの加熱速度で、糸の、炉外に吊り下げられた下端を観察する。温度が上昇
するにつれて、糸は自重により伸長する。伸長が１ｍｍ／ｍｉｎとなる温度をリトルトン
温度と呼ぶ。大抵のガラス又はガラス状の材料は、この温度において、約１０－７．６ｄ
Ｐａ・ｓの粘度を有する（Scholze Horst「Glas - Natur, Struktur und Eigenschaften
」、第３版、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ出版、第１５１頁）。
【００８８】
　加熱及び変形のプロセスステップは、有利には時間制御されて実施されるか、又は第１
の基板及び／又は補強要素が、例えば最大で所望される、変形により惹起される変位を制
限する変位制限手段と接触するまで実施される。変位制限手段として、例えば、少なくと
も１つの第２の基板、特に第３の凹部の底面が役立つことができる。
【００８９】
　第１の基板又は変形領域の変形は、有利には、補強要素、及び第１の基板の、補強要素
によって被覆された領域の自重の力、及び／又は外部から加えられる力により惹起され得
る。
【００９０】
　外部から加えられる力は、有利には、機械的かつ／又は磁気的かつ／又は電気的かつ／
又は圧電的な相互作用に基づくことができる。
【００９１】
　有利な態様では、外部から加えられる力は、第１の基板の両基板面間の、特に変位領域
のおける圧力差によって生じる。自重の力による変形と同様に、力を加えるこの方法にお
いても、積層体、特に第１の基板を別の対象物に接触させる必要はない。これにより、第
１の基板の表面の、例えばエンボシング工具による品質低下は、回避される。
【００９２】
　加えて、この場合、加熱及び変形のプロセスステップは、中空室の、第１の基板の形状
付与により惹起される容積変化が、中空室内の圧力を周囲圧と同じに圧力に至らしめるま
で実施され得る。
【００９３】
　特別に構成される形状付与装置も、力の印加のために適している。
【００９４】
　加えられる力は、補強要素及び／又は変位領域に関して中心的に作用させることも、非
中心的に作用させることもできる。例えば変位領域上に等分配される力のプロフィールか
らは、変位領域に関して中心的な力が生じる。これにより、変位領域において補強要素を
中心的に配置した場合、第１の基板の被覆された領域の移動が達成可能である。第１の基
板の、補強要素によって被覆された領域の傾倒は、この場合、変位領域において補強要素
を非中心的に配置することによって達成可能である（図３ｄ）。また、変位領域において
補強要素を中心的に配置した場合、第１の基板の、補強要素によって被覆された領域の傾
倒は、補強要素に関して非中心的な力によって達成可能である。傾倒を保証するために特
に有利であり、かつ効果的であるのは、補強要素の非中心的な配置及び補強要素に関して
非中心的な力である。
【００９５】
　可及的問題のない変形により惹起される変位を保証することができるように、積層体は
変位領域において、変形前、少なくとも１つの第２の基板との接触をできる限り有しない
ことが望ましい。接触は、付着力又は接触力に基づいて、第１の基板の、変形により惹起
される変位を困難にするか、又はそれどころか阻害する場合がある。有利には、補強要素
、第１の基板及び／又は第２の基板の表面は、変位領域において、変位領域における積層
体と第２の基板との間の結合が防止されるように準備される。このことは、接触力の減少
に寄与する種々異なるコーティング及び／又は表面を改質するための方法により実現され
る。適当なコーティング材料は、例えば白金、ＮｉＡｌ合金（例えば５０％のＮｉと５０
％のＡｌとからなる合金）、黒鉛及び窒化ホウ素である。
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【００９６】
　特に、前記少なくとも１つの層若しくは補強要素及び／又は載置構造及び／又は固定要
素は、別の機能を果たす必要がなければ、有利には別の方法ステップにおいて少なくとも
部分的に除去される。しかし、特定の用途のために、補強要素の一部が、例えばフレーム
状の安定化構造又は絞り構造として、第１の基板又は完成した光学部品上に残されると有
利である。
【００９７】
　少なくとも１つの第２の基板も、変形後、有利には完全に除去される。しかし、第２の
基板上に、カプセル化すべきマイクロシステムが配置されていることも少なくないので、
積層体と第２の基板との間の結合を維持しておくことが有意義な場合もある。
【００９８】
　有利な態様では、第１の基板の少なくとも部分領域に、少なくとも１つの処理コーティ
ング、特に反射防止コーティング、帯電防止コーティング、反射コーティング及び／若し
くは吸収コーティング、並びに／又は機能性の表面構造が設けられる。これにより、光学
部品の機能性は改良される。
【００９９】
　処理コーティング及び機能性の表面構造については、本発明に係るカバーについて既に
説明したことを参照されたい。
【０１００】
　モスアイ構造は、例えばエンボシング法によって、第１の基板の形状付与後に、第１の
基板の表面上に、特に光学窓の領域に形成される。しかし、このような構造を傾倒された
かつ／又は移動された表面にエンボシングすることは、極めて多くの問題を孕む。特に傾
倒された表面上で、モスアイ構造は、第１の基板の流れ特性を利用することによって形成
される。
【０１０１】
　相応に、有利な態様では、モスアイ構造は機能性の表面構造として、前記少なくとも１
つの層を第１の基板に被着する前に、少なくとも、前記少なくとも１つの層の、第１の基
板に結合される面に、モスアイ構造のネガ型を設け、前記少なくとも１つの層を第１の基
板に被着した後、第１の基板の形状付与中、モスアイ構造が第１の基板の第１及び／又は
第２の基板面に、前記少なくとも１つの層に設けられたネガ型が第１の基板の第１及び／
又は第２の基板面に、特に光学窓の透過面に象られることによって形成されるように、形
成される。その際、第１の基板は、ネガ型によって少なくとも１つの層に設けられる中空
型内に流動する。これにより、対応する表面幾何学形状が生じる。第１の基板の形状付与
及びモスアイ構造の形成は、時間的に切り離されて、又は相前後して独立的なステップで
行われてもよい。
【０１０２】
　別の有利な態様では、処理コーティングは、前記少なくとも１つの層を第１の基板に被
着する前に、少なくとも、前記少なくとも１つの層の、第１の基板に結合される面に、処
理コーティングを設け、次に第１の基板と前記少なくとも１つの層との間の結合を、処理
コーティングと第１の基板との間の結合により形成するか、又は前記少なくとも１つの層
を第１の基板に被着する前に、処理コーティングを第１の基板に被着し、次に前記少なく
とも１つの層を処理コーティングに被着し、前記少なくとも１つの層及び処理コーティン
グの構造化並びに変形ステップ後に、前記少なくとも１つの層、特に少なくとも１つの補
強要素は除去し、処理コーティングは第１の基板、特に光学窓に残すように、形成される
。第１の基板の変形前に処理コーティングを第１の基板に被着することによって、特に、
傾倒された光学的な領域、例えば傾倒された光学窓上には、処理コーティングの個々の層
の厚さに関して小さな製造誤差を有する均質な処理コーティングが実現される。第１の基
板の変形後に処理コーティングを被着すると、個々の層の析出及び場合によっては構造化
を、例えば傾倒された領域又は表面上で行わなければならない。このことから、特に異方
性の析出法を使用した場合、個々の層の厚さが異なり、ひいては処理コーティング、ひい
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ては光学部品の特性又は光学的な機能性が場所により異なる場合がある。この態様にした
がって製造された広帯域反射防止コーティングは、例えば酸化ケイ素及び窒化ケイ素から
なる層序をベースとすることができる。この場合、まず、酸化ケイ素層が前記少なくとも
１つの層、例えばシリコンウエハ上に被着される。次に、酸化ケイ素上に窒化ケイ素層が
被着される。その後、前記少なくとも１つの層、酸化ケイ素層及び窒化ケイ素層からなる
層序が第１の基板に、窒化ケイ素層を第１の基板に結合することによって結合される。前
記少なくとも１つの層の選択的な除去後、第１の基板、窒化ケイ素層及び酸化ケイ素層か
らなる層序が残されて、反射防止コーティングを備える第１の基板が生じる。
【０１０３】
　処理コーティング及び機能性の表面構造の組み合わせ、例えば帯電防止コーティング及
びモスアイ構造の組み合わせも、光学部品の機能性を改良することができる。
【０１０４】
　本発明に係るカバーは、有利にはウエハレベルのマイクロシステムのカプセル化、特に
ウエハレベルパッケージング法によるカプセル化のために使用される。これにより、複数
のマイクロシステムが同時にカプセル化される。これにより、時間を節約した効率的なカ
プセル化プロセスが助成される。
【０１０５】
　有利には、本発明に係るカバーは、マイクロミラー、特に可動のマイクロミラーをカプ
セル化するために使用される。
【０１０６】
　実施の形態
　以下に、普遍性を限定することなく、本発明について実施の形態を参照しながら詳説す
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】光学窓の表面における反射を示す図である。
【図２】傾倒された光学窓８及び移動された光学窓３０を備える本発明に係るカバー２２
、並びに本発明に係るカバー２２の、マイクロミラー２５をカプセル化するための使用を
示す図である。
【図３】本発明に係る方法にしたがって、傾倒された光学窓８を備える本発明に係るカバ
ー２２を製造するための第１のプロセスバリエーションの工程を示す図である。
【図４】本発明に係る方法にしたがって、載置構造１３の使用下で、傾倒された光学窓８
を備える本発明に係るカバー２２を製造するための第２のプロセスバリエーションの工程
を示す図である。
【図５】本発明に係る方法にしたがって、移動された光学窓３０を備える本発明に係るカ
バー２２を製造するための第２のプロセスバリエーションの工程を示す図である。
【図６】本発明に係る方法にしたがって、移動されかつ傾倒されて構成された光学窓３２
を備える本発明に係るカバー２２を製造するための第２のプロセスバリエーションの工程
を示す図である。
【図７】本発明に係る方法にしたがって、１つの変位領域２１内に２つの傾倒された光学
窓８を備える本発明に係るカバー２２を製造するための第２のプロセスバリエーションの
工程を示す図である。
【図８】本発明に係る方法にしたがって、１つの変位領域２１内に２つの傾倒された光学
窓８及び１つの移動された光学窓３０を備える本発明に係るカバー２２を製造するための
第２のプロセスバリエーションの工程を示す図である。
【図９】固定要素１６の使用を示す図である。
【図１０】形状付与装置１８による機械的な相互作用により惹起される力の印加を示す図
である。
【０１０８】
　図２ａは、シリコンウエハ全体をカプセル化又は封止するために使用可能な、本発明に
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係るカバー２２、又は本発明に係る方法にしたがって構造化若しくは成形されるガラスウ
エハの切片を示す。出発点は、ホウケイ酸ガラスからなる、両面で平坦な、面平行な基板
平面１ａ，１ｂを備えるガラスウエハ１により形成される。両ウエハ面又は両ウエハ平面
１ａ，１ｂは、傾倒された光学窓８の小さな表面粗さ、ひいては高い品質を保証するため
に、ポリッシング又は研磨されて構成されている。傾倒された光学窓８は、二次元のアレ
イ内に配置されており、周囲を取り巻く接触面２３に関して、一般に約５°～約２０°、
有利には約１５°の傾きを有する。周囲を取り巻く接触面２３は、各々の傾倒された光学
窓８の周りをフレーム状に閉じるように配置されており、平坦に構成されている。対応す
るように寸法設定され、フレーム状に閉じた平坦な面が、キャリア基板又はキャリアウエ
ハ２４上に相手側接触面として設けられている。その結果、周囲に対してハーメチック又
は気密に閉鎖された結合が可能となる。傾倒された光学窓８の両面に、二酸化ケイ素及び
酸化チタンからなる層系からなる反射防止コーティングが設けられている。
【０１０９】
　図２ｂ及び図２ｃは、それぞれ、マイクロミラー２５をカプセル化するための、傾倒さ
れた光学窓８及び移動された光学窓３０を備える本発明に係るカバー２２の２つの使用バ
リエーションを示す。
【０１１０】
　図３は、本発明に係る方法にしたがって、本発明に係るカバー２２を製造する第１のプ
ロセスバリエーションの工程を示す。プロセスの開始に際して用意される第１の基板１は
、ホウケイ酸ガラスからなる、両面で平坦な、面平行の基板平面１ａ，１ｂを有するガラ
スウエハである。ガラスウエハ１の両ウエハ面又はウエハ平面１ａ，１ｂは、ポリッシン
グされており、これにより、低い粗さを有する高い表面品質を有する。
【０１１１】
　さらに、２つのシリコンウエハ２が用意される。シリコンウエハ２は、それぞれガラス
ウエハ１に結合したいウエハ面に第２の凹部３（図３ａ参照）を有する。第２の凹部３は
、ガラスウエハ１とシリコンウエハ２とを結合する際に、ガラスウエハ１の、補強要素４
が予定されていない領域において、ガラスウエハ１とシリコンウエハ２との間の接触を回
避し、ガラスウエハ１の当該領域を、別の結合ステップ及び／又は接触ステップ、例えば
少なくとも１つの第２の基板５とのガラスウエハ１の陽極接合のために保存しておくこと
ができる。第２の凹部３は、約０．７μｍの深さを有する。
【０１１２】
　陽極接合によって、それぞれ１つのシリコンウエハ２が、図３ｂに示すように、ガラス
ウエハ１のそれぞれの基板面１ａ，１ｂに結合されて、１つの積層体又はスタック７を形
成する。
【０１１３】
　続いての構造化プロセスにおいて、積層体７の両シリコンウエハ２は、湿式化学エッチ
ング法及び／又はドライエッチング法によって、ガラスウエハ１の、傾倒された光学窓８
として機能する領域において、シリコンが補強要素４として残されるように構造化される
（図３ｃ）。結果として、個々の補強要素４は完全に、ガラスウエハ１の、シリコンから
解放された領域によって包囲されているか、又は互いに隔離されている。
【０１１４】
　次の方法ステップで、少なくとも第２の基板５として、第３の凹部６を備える別のシリ
コンウエハが用意され、構造化された積層体７、特にガラスウエハ１に、陽極接合によっ
て結合されて、１つの層系１２を形成する。その際、積層体７とシリコンウエハ５とは、
シリコンウエハ５に設けられた第３の凹部６が、積層体７との結合後に、周囲に対してハ
ーメチック又は気密に閉鎖された中空室１０をシリコンウエハ５と積層体７との間に形成
して、シリコンウエハ５に面した補強要素４を包囲するように、互いに配置される。加え
て、補強要素４は、非中心的に変位領域２１内に、ひいては載置面１１間又は載置領域１
１ａ間に配置されている。補強要素４とシリコンウエハ５との間の接触は、図３ｄに示す
ように、加熱及び変形の前には生じない。
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【０１１５】
　陽極接合は、約４００℃の温度及び約６００ｍｂａｒ又は約８００ｍｂａｒの圧力で行
われる。
【０１１６】
　続いてのプロセスステップで、シリコンウエハ５と積層体７とからなる層系１２がまず
加熱される。約８２０℃の軟化温度を有するホウケイ酸ガラスからなるガラスウエハ１の
使用時、シリコンウエハ５と積層体７とからなる層系１２は、約８００℃に加熱される。
ボンディングプロセスに比べて温度が高められることによって、中空室１０内の圧力は、
約６００ｍｂａｒから約９００ｍｂａｒ、又は約８００ｍｂａｒから約１２００ｍｂａｒ
に上昇する。周囲の気圧に関して相応に支配する負圧又は正圧は、ガラス基板１をシリコ
ンウエハ５の第３の凹部６内に引き込むか、又は第３の凹部６から押し出す力作用を生じ
る。これにより、ガラスウエハ１の、補強要素４によって被覆された領域は、図３ｅ及び
図３ｆに示すように傾倒される。変形ステップは、補強要素４が第３の凹部６の底３１に
接触するか、又は中空室１０内の圧力が変形に起因して周囲圧の値に達すると、終了する
。
【０１１７】
　最終のステップで、補強要素４及びシリコンウエハ５は、ガラスウエハ１から湿式化学
的に選択的に除去される（図３ｇ）。
【０１１８】
　図４は、本発明に係る方法にしたがって、カバー２２を製造する第２のプロセスバリエ
ーションを示す。ホウケイ酸ガラスからなる１つのガラスウエハ１と、２つのシリコンウ
エハ２とを用意した後、前述のプロセスバリエーションと同様に、陽極接合によってそれ
ぞれ１つのシリコンウエハ２が、ガラスウエハ１のそれぞれの基板面１ａ，１ｂに結合さ
れて、１つの積層体７を形成する。
【０１１９】
　次の構造化プロセスで、積層体７の両シリコンウエハ２は、湿式化学エッチング法及び
／又はドライエッチング法によって、ガラスウエハ１の、傾倒された光学窓８として機能
する領域と、ガラスウエハ１の、載置面１１又は載置領域１１ａとして予定されている領
域とに、シリコンが補強要素４及び載置構造１３として残されるように構造化される（図
４ａ）。その際、載置構造１３は、閉じたフレームを、ガラスウエハ１の同じ基板面１ｂ
上にある補強要素４の周りに形成し、積層体７が少なくとも１つの第２の基板５と接触す
る際のガラスウエハ１の載置面１１の保護として役立つ。この保護によって、ガラスウエ
ハ１と少なくとも１つの第２の基板５との間の直接的な接触が回避される。これにより、
載置面１１の高い平面度及び低い粗さを、少なくとも１つの第２の基板５の表面品質とは
無関係に得ることができる。他方、補強要素４は、非中心的に載置面１１間又は載置構造
１３間に配置されている。少なくとも第２の基板５として、第３の凹部６を備え、黒鉛か
らなるか、又は少なくとも積層体７との接触が予定されている相手側接触面１４が黒鉛で
被覆されている基板又は工具が使用される。加えて、この黒鉛を有する少なくとも１つの
第２の基板５は、通路１５を有する。通路１５は、外部の真空ポンプの接続を保証する。
【０１２０】
　次の方法ステップで、積層体７の載置構造１３と、黒鉛を有する少なくとも１つの第２
の基板５とは、第２の基板５に設けられた第３の凹部６が、積層体７との接触後、周囲に
対して閉鎖された中空室１０を第２の基板５と積層体７との間に形成するように、互いに
接触させられる。中空室１０は、第２の基板５に面した補強要素４を包囲するが、周囲に
対して気密に閉鎖されている必要はない。通路１５を介して、外部の真空ポンプによって
、負圧が中空室１０内に形成される（図４ｂ）。
【０１２１】
　次の加熱ステップ及び変形ステップは、前述のプロセスバリエーションで説明したよう
に、実施される。
【０１２２】
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　続いて、中空室１０内には、再び大気圧（周囲圧）が調整される。これにより、積層体
７は、図４ｃに示すように、第２の基板５から取り外されるか、又は分離される。
【０１２３】
　続いてのプロセスステップで、補強要素４及び載置構造１３が、湿式化学的な選択的な
エッチングによってガラスウエハ１から除去される（図４ｄ）。
【０１２４】
　図５ａ～図５ｄには、どのように、本発明の前述の第２のプロセスバリエーションに係
る方法によって、移動されて構成された光学窓（移動された光学窓）３０を備える本発明
に係るカバー２２が製造されるのかが示されている。
【０１２５】
　上述のように、少なくとも１つの第２の基板５のために、第３の凹部６を有する基板又
は工具が使用される。第１の基板１の、補強要素４によって被覆された領域の移動、又は
基板平面１ａ，１ｂからの平行移動は、変位領域２１内での補強要素４の中心的な配置に
よって助成される。変形ステップは、補強要素４が少なくとも１つの第２の基板５の第３
の凹部６の底３１に当接するまで行うことができる。
【０１２６】
　第３の凹部６の底３１の、少なくとも部分領域で傾倒された構成、及び／又は変位領域
２１内での補強要素４の非中心的な配置によって、移動されかつ傾倒されて構成された光
学窓３２を備える本発明に係るカバー２２が、図６ａ～図６ｄに示されるようにして製造
される。
【０１２７】
　本発明に係る方法にしたがって本発明に係るカバー２２を製造する第２のプロセスバリ
エーションの別の形態は、図７及び図８に示されている。
【０１２８】
　２つのシリコンウエハ２の適当な構造化（図７ａ、図８ａ）によって、１つの変位領域
２１内での複数の補強要素４の横方向配置が実現される（図７ｂ、図８ｂ）。このことか
ら結果的に、続いての加熱ステップ及び変形ステップで、１つの変位領域２１内でのガラ
スウエハ１の、複数の移動されかつ／又は傾倒された領域又は光学窓８，３０が生じる（
図７ｃ、図８ｃ）。最後に、補強要素４及び載置構造１３が、湿式化学的な選択的なエッ
チングによってガラスウエハ１から除去される（図７ｄ、図８ｄ）。
【０１２９】
　図９は、本発明に係る方法にしたがって本発明に係るカバー２２を製造する際の固定要
素１６の使用を示している。図９ａから看取可能であるように、固定要素１６は、第１の
基板又はガラスウエハ１に結合され、補強要素４を形成することが予定されるシリコンウ
エハ２を構造化する際に形成可能である。続いての、積層体７と、少なくとも１つの第２
の基板５、本実施の形態ではシリコンウエハとの陽極接合の際に、固定要素１６は、結合
すべき面間にクランプされ、これにより固定される。固定要素１６にもかかわらず、安定
した結合を保証することができるように、少なくとも１つの第２の基板５は、固定要素１
６のための受容溝１７を備えて設計されている（図９ｂ）。
【０１３０】
　続いての加熱ステップ及び変形ステップの際に、クランプされた固定要素１６は、補強
要素４の移動及び／又は回動を防止する。加えて、固定要素１６は、ガラスウエハ１の、
固定要素１６によって被覆された領域における望ましくない変形、例えば撓み又は反りを
減じる（図９ｃ）。
【０１３１】
　前述のプロセスバリエーションにおいて、ガラスウエハ１の変形は、周囲圧と、積層体
７及び少なくとも１つの第２の基板５によって包囲される中空室１０内を支配する圧力と
の間の圧力差から生じる力によって助成される。
【０１３２】
　別のプロセスバリエーションでは、この力は、ラム部材１９を備える形状付与装置１８
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によって加えられる。この場合、ラム部材１９は、力が補強要素４に関して非中心に作用
するように配向される（図１０ａ）。これにより、補強要素４、及びガラスウエハ１の、
補強要素４によって被覆された領域の傾倒が促進される。力は、ガラスウエハ１の、補強
要素４によって被覆された領域の所望の傾きが達成されるまで維持される。
【０１３３】
　傾倒した光学窓８の傾きの精度を向上させるために、ラム部材１９の最大の変位を制限
する特別なストッパ構造２０が、ガラスウエハ１上に被着又は配置される。これらのスト
ッパ構造２０は、層又は層序の形態でガラスウエハ１上に被着可能である。層又は層序の
厚さの変更によって、ラム部材１９の最大の変位、ひいては所望の傾きが調節される。そ
れというのも、図１０ｂに示すように、形状付与装置１８がストッパ構造２０に接触する
と直ちに、形状付与プロセスが中止されるからである。
【０１３４】
　ストッパ構造２０は、例えば補強要素４と同じ方法工程で、少なくとも１つの層２の構
造化によって形成される、かつ／又は単数又は複数の付加的な方法ステップで形成される
。
【０１３５】
　形状付与プロセスの精度のさらなる向上は、光学窓８に所望される傾きを有する傾倒し
たラム面（図１０ｃ）を有するラム部材１９によって達成される。
【０１３６】
　形状付与装置１８は、例えばガラスウエハ１との形状付与装置１８の直接的な接触が回
避されることによって、繰り返し使用可能であるように設計可能である。
【符号の説明】
【０１３７】
　１　第１の基板、例えばガラスウエハ
　１ａ　第１の基板の第１の基板平面又は基板面
　１ｂ　第１の基板の第２の基板平面又は基板面
　１ｃ　第１の基板に設けられた第１の凹部
　２　少なくとも１つの層、例えばシリコンウエハ
　３　少なくとも１つの層に設けられた第２の凹部
　４　補強要素
　５　少なくとも１つの第２の基板、例えばシリコンウエハ
　６　少なくとも１つの第２の基板に設けられた第３の凹部
　７　積層体
　８　傾倒された光学窓
　９　光学窓の透過面
　１０　積層体と少なくとも１つの第２の基板との間の中空室
　１１　載置面
　１１ａ　載置領域
　１２　積層体と少なくとも１つの第２の基板とからなる層系
　１３　載置構造
　１４　少なくとも１つの第２の基板の相手側接触面
　１５　少なくとも１つの第２の基板に設けられた通路
　１６　固定要素
　１７　少なくとも１つの第２の基板に設けられた受容溝
　１８　形状付与装置
　１９　ラム部材、例えば真っ直ぐな又は斜めのラム面を備えるラム部材
　２０　ストッパ構造
　２１　変位領域
　２２　カバー
　２３　カバーの接触面
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　２４　キャリア基板
　２５　マイクロミラー
　２６　マイクロミラーの懸架装置
　２７　コンタクトパッド
　２８　入射放射
　２９　変向放射
　３０　移動された光学窓
　３１　少なくとも１つの第２の基板に設けられた第３の凹部の底
　３２　移動されかつ傾倒されて構成された光学窓
　３３　カバー基準平面
　３４　カバーユニット
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